
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公務員の給与の状況については、毎年、実態調査を実施していま

す。ここでは平成 29年に実施した調査の結果に基づいて県内市町の給与

の状況についてご説明します。 

 

 

１ 平成 29 年ラスパイレス指数の状況 

 

２ ラスパイレス指数の分布状況 

 

３ 個別の状況 

 

４ その他給与制度の状況

平成 29 年県内市町の給与実態調査結果について 

 

このデータの内容に関するお問い合わせは、下記までお願いします。 

 

兵庫県企画県民部企画財政局市町振興課企画班 

TEL ：０７８－３４１－７７１１（内線２５０７） 

０７８－３６２－３０９８（直通） 

MAIL：shichoushinkouka@pref.hyogo.lg.jp 
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１ 平成 29 年ラスパイレス指数の状況 

  平成29年４月１日現在の県内40市町（神戸市を除く）のラスパイレス指数の平均は 

99.5となり、前年と比較して0.2ポイント減少 

 

     H29.4.1 

Ａ 

H28.4.1 

Ｂ 

 

Ａ－Ｂ     

市（神戸市除く） 99.6 99.9 △0.3 

町 97.7 97.8 △0.1 

県計（神戸市除く） 99.5 99.7 △0.2 

兵  庫  県 99.7 99.2 ＋0.5 

神  戸  市 101.0 100.8 ＋0.2 

 

 

○ラスパイレス指数の推移表  
 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

２ 分布状況（平成29年４月１日現在） 

100以上の団体は計９団体（前年 計11団体） 

 

   95 未満 95 以上 100 未満 100 以上 101 未満 101 以上 

市（神戸市除く） 0 < 0> 20 <18> 4 < 2> 4 < 7> 

町 1 < 0>  10 <11> 1 < 0> 0 < 0> 

県計(神戸市除く) 1 < 0> 30 <29> 5 < 2> 4 < 7> 

  注）< >内は、H28分布状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計（神戸市除く） ◆ （指数） ▲ （参考値） 

注）参考値：給与改定・臨時特例法による国家公務員の給与削減措置がないとした場合の指数 



３ 個別の状況 

 

《指数の高い団体》            《指数の低い団体》 

 団 体 名 ラスパイレス指数    団 体 名 ラスパイレス指数 

1 芦 屋 市 102.5  1 香 美 町 94.7 

2 姫 路 市 101.5  2 豊 岡 市 95.6 

3 
西 宮 市 101.3  3 養 父 市 95.7 

加古川市 101.3  4 新温泉町 96.2 

5 猪名川町 100.9  5 丹 波 市 96.6 

6 
明 石 市 100.8  6 赤 穂 市 96.8 

川 西 市 100.8  7 佐 用 町 97.1 

8 伊 丹 市 100.5  8 稲 美 町 97.3 

9 三 木 市 100.0  9 市 川 町 97.4 

10 小 野 市 99.8  10 朝 来 市 97.5 

 

 

 

４ その他の給与制度の状況（平成29年４月１日現在） 

  ラスパイレス指数のほか、給与制度の概要については別紙２を参照 



【別紙】　平成２９年ラスパイレス指数　（神戸市除く）　　　＜一般行政職＞

地域手当補正後（H29.4）

指数

姫路市 101.5 101.6 △ 0.1 101.5

尼崎市 98.9 99.6 △ 0.7 98.9

明石市 100.8 101.4 △ 0.6 100.8

西宮市 101.3 101.4 △ 0.1 101.3

洲本市 99.1 101.8 △ 2.7 99.1

芦屋市 102.5 102.6 △ 0.1 102.5

伊丹市 100.5 101.5 △ 1.0 100.5

相生市 99.5 98.4 1.1 99.5

豊岡市 95.6 95.5 0.1 95.6

加古川市 101.3 101.2 0.1 101.3

赤穂市 96.8 96.2 0.6 96.8

西脇市 99.3 99.0 0.3 99.3

宝塚市 98.8 99.0 △ 0.2 97.9

三木市 100.0 99.6 0.4 100.0

高砂市 99.7 99.5 0.2 95.2

川西市 100.8 102.1 △ 1.3 100.8

小野市 99.8 100.9 △ 1.1 99.8

三田市 98.9 100.4 △ 1.5 98.9

加西市 98.9 99.1 △ 0.2 98.9

篠山市 98.9 99.4 △ 0.5 98.9

養父市 95.7 95.4 0.3 95.7

丹波市 96.6 96.4 0.2 96.6

南あわじ市 98.0 97.4 0.6 98.0

朝来市 97.5 97.0 0.5 97.5

淡路市 98.7 98.4 0.3 98.7

宍粟市 97.7 97.4 0.3 97.7

加東市 99.1 99.3 △ 0.2 99.1

たつの市 98.3 98.6 △ 0.3 98.3

猪名川町 100.9 101.1 △ 0.2 100.9

多可町 98.7 98.7 0.0 98.7

稲美町 97.3 97.9 △ 0.6 100.2

播磨町 99.4 98.6 0.8 102.4

市川町 97.4 97.8 △ 0.4 97.4

福崎町 99.2 99.5 △ 0.3 99.2

神河町 97.8 97.6 0.2 97.8

太子町 98.0 98.2 △ 0.2 98.0

上郡町 97.6 97.7 △ 0.1 97.6

佐用町 97.1 97.1 0.0 97.1

香美町 94.7 95.0 △ 0.3 94.7

新温泉町 96.2 95.9 0.3 96.2

市平均
（除神戸）

99.6 99.9 △ 0.3 99.5

町平均 97.7 97.8 △ 0.1 98.1

県平均
（除神戸）

99.5 99.7 △ 0.2 99.4

団体名 H２９．４ Ｈ２８．４ 増減



兵庫県 （単位：歳・円）

86 2 姫 路 市 101.5 43.1 339,000 98,902 437,902 378,321

516 18 尼 崎 市 98.9 40.4 303,500 98,303 401,803 361,614

161 6 明 石 市 100.8 43.2 330,000 84,311 414,311 383,160

100 3 西 宮 市 101.3 38.9 305,700 126,104 431,804 399,571

459 16 洲 本 市 99.1 41.3 319,400 55,635 375,035 347,205

18 1 芦 屋 市 102.5 38.8 292,700 153,425 446,125 377,836

197 8 伊 丹 市 100.5 41.3 310,500 105,433 415,933 384,294

364 12 相 生 市 99.5 42.0 310,800 50,691 361,491 338,824

1268 39 豊 岡 市 95.6 43.8 320,600 71,724 392,324 350,783

100 3 加 古 川 市 101.3 41.2 322,100 98,271 420,371 365,467

1036 35 赤 穂 市 96.8 41.0 310,900 68,675 379,575 357,631

414 14 西 脇 市 99.3 41.8 317,800 66,195 383,995 353,360

535 22 宝 塚 市 98.8 40.9 304,100 121,444 425,544 396,234

261 9 三 木 市 100.0 44.7 342,200 102,070 444,270 388,223

321 11 高 砂 市 99.7 43.3 324,000 79,516 403,516 371,617

161 6 川 西 市 100.8 41.0 315,800 116,163 431,963 400,914

307 10 小 野 市 99.8 42.4 324,300 79,769 404,069 356,842

516 18 三 田 市 98.9 43.8 332,000 118,483 450,483 398,692

516 18 加 西 市 98.9 43.2 332,700 77,900 410,600 372,419

516 18 篠 山 市 98.9 41.8 323,600 49,336 372,936 346,179

1252 38 養 父 市 95.7 43.5 321,600 60,334 381,934 349,047

1074 36 丹 波 市 96.6 41.9 315,400 52,987 368,387 338,132

739 26 南 あ わ じ 市 98.0 42.3 320,200 41,309 361,509 341,793

864 31 朝 来 市 97.5 42.5 321,300 60,038 381,338 352,546

557 23 淡 路 市 98.7 42.2 322,000 81,266 403,266 350,754

824 29 宍 粟 市 97.7 43.2 324,300 86,432 410,732 357,745

459 16 加 東 市 99.1 41.4 312,700 61,045 373,745 341,832

675 25 た つ の 市 98.3 43.5 332,800 53,828 386,628 364,274

143 5 猪 名 川 町 100.9 38.7 303,500 71,752 375,252 352,080

557 23 多 可 町 98.7 44.2 334,900 55,799 390,699 368,570

916 33 稲 美 町 97.3 41.7 317,500 81,617 399,117 350,588

386 13 播 磨 町 99.4 38.9 294,100 68,666 362,766 337,121

890 32 市 川 町 97.4 42.2 319,900 63,825 383,725 344,000

436 15 福 崎 町 99.2 40.6 313,400 56,111 369,511 340,582

791 28 神 河 町 97.8 43.9 329,400 65,381 394,781 363,049

739 26 太 子 町 98.0 41.3 308,200 46,932 355,132 332,395

848 30 上 郡 町 97.6 40.7 309,800 41,577 351,377 332,490

972 34 佐 用 町 97.1 44.4 332,700 46,778 379,478 354,939

1385 40 香 美 町 94.7 43.4 317,400 54,208 371,608 339,803

1166 37 新 温 泉 町 96.2 44.8 329,300 39,220 368,520 351,265

(注)「平成29年地方公務員給与実態調査」より（報告数値の関係で団体が公表する数値と異なる場合がある。）

※１ 公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当等の手当が含まれていないことから、
　　比較のため国の公表資料と同じベースで算出したもの。

※２ 全団体中順位は、都道府県及び政令指定都市を除く団体において算出したもの。

市区町村別ラスパイレス指数等の状況

全団体中
順位

都道府県内
順位

団体名
ラスパイ
レス指数

平均年齢
平均給料月額

Ａ
諸手当月額

Ｂ
平均給与月額

Ａ ＋ Ｂ

平均給与月額
（国ベース）

※１

総務省公表資料
（一般行政職）



国公８号高以上 国公８号高以上

H２９ラス
対前年
増減

H２８ラス
国５級相当級※

(国:392,200)
(給料カット後)

[経過措置終了後]
大卒

+13,500円以上
高卒

+9,700円以上
大卒

(国：176,700)
高卒

(国：144,600)
該当団体 団体支給率 国基準 有 支給額 備考

姫路市 101.5 △ 0.1 101.6 392,200   188,000 153,200 3.0% 3.0%

尼崎市 98.9 △ 0.7 99.6 415,400  ●（＋10,300円） 186,100 154,900 10.0% 10.0% ● (10,000) 市内転入者に限り最長36ヶ月間

明石市 100.8 △ 0.6 101.4 396,000   184,800 150,500 6.0% 6.0%

西宮市 101.3 △ 0.1 101.4 412,700  ●（＋12,700円） 183,600 157,300 ● 15.0% 15.0% ● 13,000

洲本市 99.1 △ 2.7 101.8 392,200   178,200 146,100 0.0% 0.0%

芦屋市 102.5 △ 0.1 102.6 431,400 ［407,700］  ●（＋10,200円） 184,400 154,800 15.0% 15.0% ● 9,900

伊丹市 100.5 △ 1.0 101.5 404,500   185,500 153,600 ● 10.0% 10.0% ● 3,500 新築・購入から5年以内4,000円

相生市 99.5 1.1 98.4 392,200   184,800 150,500 0.0% 0.0%

豊岡市 95.6 0.1 95.5 392,200   184,800 150,500 0.0% 0.0%

加古川市 101.3 0.1 101.2 392,200   184,800 150,500 3.0% 3.0%

赤穂市 96.8 0.6 96.2 398,200   178,200 146,100 6.0% 6.0%

西脇市 99.3 0.3 99.0 393,000   178,200 150,500 0.0% 0.0%

宝塚市 98.8 △ 0.2 99.0 404,800 （393,870）  ●（＋10,121円） 183,373 154,721 ● 14.0% 15.0% ▲ 1,500 新築・購入から15年以内3,000円

三木市 100.0 0.4 99.6 392,200  ●（＋11,200円） 184,800 155,800 3.0% 3.0%

高砂市 99.7 0.2 99.5 392,200   186,600 151,900 5.0% 10.0%

川西市 100.8 △ 1.3 102.1 397,800   180,400 150,000 ● 10.0% 10.0% ● 8,400 償還金がある者8年間に限り10,900円

小野市 99.8 △ 1.1 100.9 392,200  ●（＋11,200円） 184,800 155,800 0.0% 0.0%

三田市 98.9 △ 1.5 100.4 394,000  ●（＋11,200円） 188,400 155,800 10.0% 10.0%

加西市 98.9 △ 0.2 99.1 392,200   178,200 150,500 0.0% 0.0% ● 2,000

篠山市 98.9 △ 0.5 99.4 392,200   178,200 150,500 0.0% 0.0%

養父市 95.7 0.3 95.4 392,200   178,200 146,100 0.0% 0.0%

丹波市 96.6 0.2 96.4 392,200   178,200 150,500 0.0% 0.0%

南あわじ市 98.0 0.6 97.4 395,200   178,200 146,100 0.0% 0.0%

朝来市 97.5 0.5 97.0 392,200   167,600 146,100 0.0% 0.0%

淡路市 98.7 0.3 98.4 392,200   167,600 146,100 0.0% 0.0%

宍粟市 97.7 0.3 97.4 392,200   178,200 150,500 0.0% 0.0%

加東市 99.1 △ 0.2 99.3 392,200   178,200 146,100 0.0% 0.0%

たつの市 98.3 △ 0.3 98.6 393,000   184,800 150,500 0.0% 0.0%

猪名川町 100.9 △ 0.2 101.1 392,200  ●（＋11,200円） 184,800 155,800 6.0% 6.0%

多可町 98.7 0.0 98.7 392,200   178,200 146,100 0.0% 0.0% ● 1,600

稲美町 97.3 △ 0.6 97.9 392,200  ●（＋11,200円） 184,800 155,800 ● ● 3.0% 0.0% ● 1,600

播磨町 99.4 0.8 98.6 392,200  ●（＋11,200円） 184,800 155,800 ● ● 3.0% 0.0% ● 1,600

市川町 97.4 △ 0.4 97.8 392,200   167,600 146,100 ● 0.0% 0.0%

福崎町 99.2 △ 0.3 99.5 392,200   178,200 146,100 0.0% 0.0% ● 2,500

神河町 97.8 0.2 97.6 392,200   178,200 146,100 ● 0.0% 0.0%

太子町 98.0 △ 0.2 98.2 392,200   178,200 150,500 0.0% 0.0%

上郡町 97.6 △ 0.1 97.7 392,200   178,200 150,500 0.0% 0.0%

佐用町 97.1 0.0 97.1 392,200   178,200 146,100 ● 0.0% 0.0%

香美町 94.7 △ 0.3 95.0 392,200   178,200 146,100 0.0% 0.0%

新温泉町 96.2 0.3 95.9 392,200   184,800 150,500 0.0% 0.0%

※国５級の職務：本省の課長補佐等

市町給与制度の概要（平成２９年４月１日現在）

団体名

諸手当

平成２９年ラスパイレス指数 給料表の最高号給に
関する状況（円）

初任給基準 昇給停止
未実施

地域手当 自宅に係る住居手当

一般行政職 初任給額（円）
国基準
超過

Ｈ２８年度地域手当 支給額

別紙２



○　平成２９年市町別ラスパイレス指数（平成２９年４月１日現在）

1 芦屋市 1 猪名川町

2 姫路市 2 播磨町

3 西宮市 3 福崎町

4 加古川市 4 多可町

5 川西市 5 太子町

6 明石市 6 神河町

7 伊丹市 7 上郡町

8 三木市 8 市川町

9 小野市 9 稲美町

10 高砂市 10 佐用町

11 相生市 11 新温泉町

12 西脇市 12 香美町

13 洲本市

14 加東市

15 三田市

16 尼崎市

17 篠山市

18 加西市 （参考）　神戸市及び兵庫県のラスパイレス指数について

19 宝塚市

20 淡路市

21 たつの市

22 南あわじ市

23 宍粟市

24 朝来市

25 赤穂市

26 丹波市

27 養父市

28 豊岡市

市平均
（除く神戸市）

神戸市 101.0

兵庫県 99.7

町平均

県平均
（除く神戸市）

団体名
平成29年度

ラスパイレス指数
（試算値）

団体名団体名

ラスパイレス指数
（H29.4.1現在）

ラスパイレス指数
（H29.4.1現在）

102.5 

101.5 

101.3 

101.3 

100.8 

100.8 

100.5 

100.0 

99.8 

99.7 

99.5 

99.3 

99.1 

99.1 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.8 

98.7 

98.3 

98.0 

97.7 

97.5 

96.8 

96.6 

95.7 

95.6 

99.6

90.0 95.0 100.0 105.0

100.9 

99.4 

99.2 

98.7 

98.0 

97.8 

97.6 

97.4 

97.3 

97.1 

96.2 

94.7 

97.7 

90.0 95.0 100.0 105.0

99.5 



ラスパイレス指数

　○ラスパイレス指数が１００．０以上の団体は、芦屋市（１０２．５）、姫路市（１０１．５）など９市町。

　○ラスパイレス指数が１００．０未満の団体は香美町（９４．７）など３１市町。

（1団体）
（4団体）
（5団体）
（31団体）100.0未満

102.0以上
101.0～ 102.0未満
100.0～ 101.0未満

豊岡市
95.6 

新温泉町
96.2 

香美町
94.7 

養父市
95.7 

朝来市
97.5 

宍粟市
97.7 

神河町
97.8 

丹波市
96.6 

篠山市
98.9 

西脇市
99.3 

多可町
98.7 

三田市
98.9 

加東市
99.1 

加西市
98.9 

市川町
97.4 

福崎町
99.2 

姫路市
101.5 

佐用町
97.1 

たつの市
98.3 

小野市
99.8 

三木市
100.0 

上郡町
97.6 

相生市
99.5 赤穂市

96.8 

太子町
98.0 

高砂市
99.7 

播磨町
99.4 

明石市
100.8 

加古川市
101.3 

稲美町
97.3 

神戸市
101.0 

淡路市
98.7 

洲本市
99.1 

南あわじ市
98.0 

芦屋市
102.5 

西宮市
101.3 

尼崎市
98.9 

伊丹市
100.5 

川西市
100.8 

猪名川町
100.9 

宝塚市
98.8 



自宅に係る住居手当

　○自宅に係る住居手当支給団体・・・１２団体（７市５町）

　○自宅に係る住居手当廃止団体・・・２８団体（２１市７町）

（ 3団体）
（ 2団体）
（ 1団体）
（ 6団体）
（28団体）支給なし

10,000円以上
5,000円～ 10,000円未満
3,000円～ 5,000円未満
1,000円～ 3,000円未満

西脇市

加東市
上郡町

太子町

市川町

播磨町
1,600

猪名川町

神戸市
6,600(市内)
4,600(市外)

芦屋市
9,900

西宮市

13,000

尼崎市
10,000
※最長36ヶ月間

伊丹市
3,500

宝塚市
1,500

川西市
8,400

明石市
高砂市

姫路市

赤穂市
加古川市

相生市

三田市加西市
2,000

小野市

福崎町
2,500

香美町

豊岡市

養父市

朝来市

宍粟市

淡路市

南あわじ市

丹波市

篠山市

洲本市

佐用町

新温泉町

三木市

たつの市

神河町

多可町
1,600

稲美町

1,600



■　用語の説明

項　　目

昇給停止

　国家公務員の場合、勤務成績が標準の職員は、職務の級に応じた俸給表（給料表）において毎年４号昇給
しますが、55歳以上の職員は、平成26年1月より、標準の勤務成績では昇給停止としています。

　県内各市町において、国家公務員に準じた措置を行っていない団体を●としています。

地域手当

　地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映するため、平成１８年度より、これまでの調整手当に代え
て、物価等も踏まえつつ、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給される手当です。

　県内各市町において、国家公務員の支給率を超過している団体を●としています。

　国家公務員の場合、職員が所有する自宅（持家）に居住して世帯主である職員に住居手当を支給していま
したが、平成21年12月に廃止されています。

　県内各市町において、同趣旨の手当を支給している団体を●とし、同手当の廃止を決定済である団体を▲
としています。

自宅に係る
住居手当

給料表の最高号給
　県内市町が使用する給料表（一般行政職）で、国家公務員の行政職（一）俸給表の５級（本省の課長補佐
等に適用）に相当する級の給料月額の最高額を示しています。

給料カット後
　県内各市町において、財政上の理由などから団体独自の取り組みとして給与減額措置を行っている場合
は、カット分を反映した実支給額としての給料表の最高号給の額をカッコ書きで表記しています。

初任給基準
　大卒、高卒それぞれの初任給の給料月額を表記しています。なお、国家公務員の大卒の初任給基準は国家
公務員採用一般職（大卒程度）試験（旧二種試験）合格者の額を表記しています。

説　　　　　　　　　　　　　　　　明

ラスパイレス指数

　全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学
歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計算し
た指数です。

※一般行政職：税務職、医師・歯科医師職、看護・保健職、福祉職、消防職、企業職、技能労務職等のいず
れにも該当しない職員


